
協議第４号 

 

農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて 

 

１  中島郡祖父江町及び中島郡平和町の農業委員会は、稲沢市の農業委

員会に統合するものとする。 

２  中島郡祖父江町及び中島郡平和町の農業委員会の委員で選挙による

委員は、市町村の合併の特例に関する法律第８条第１項第２号の規定

を適用し、稲沢市の農業委員会の委員の残任期間に限り、引き続き稲

沢市の農業委員会の委員として在任するものとする。 
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